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キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
の
、
先
行
研
究
で
の
見
解
は
、
ま
と
め
る
と
、
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
は
、
幕
府
の
政
治

・
支
配
政
策
に
利
用
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。

二

つ
め
は
、
島
原
天
草

一
揆
以
前
は
、
伴
天
連
中
心
の
取
締
で
あ

っ
た
が
、
以
後
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
の
取
締

へ
と
、
取
締
の
対
照
が

変
化
す
る
事
で
あ
る
。

三

つ
め
は
、
島
原
天
草

一
揆
以
後
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
の
弱
体
化
で
あ
る
。

此
様
な
三
つ
の
見
解
を
元
に
、
京
都
を
中
心
と
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
を
考
察
す
る
事
に
し
た
。

民
政
に

一
番
反
映
さ
れ
た
法
令
と
し
て
、
史
料
と
し
て
、
『京
都
町
触
集
成
』
を
使
用
し
、
京
都

の
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
に
つ
い
て
考
察
し

て

い
き
、
ど
の
様
に
民
衆

の
支
配
と
し
て
、
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
史
料
を
読
み
解
く
事
に
よ

っ
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
す

る
。慶

長
十
七
年
、
幕
府
が
禁
教
令
を
発
布
し
て
か
ら
江
戸
幕
府
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
は
始
ま
る
。

京

都
所
司
代
、
板
倉
勝
重

の
時
代
は
、
慶
長
十
九
年
大
久
保
忠
隣
が
、
幕
府
か
ら
、
京
都

へ
派
遣
さ
れ
た
事
に
よ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害

が

ス
タ
ー
ト
す
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
に
つ
い
て
は
、
転
宗
し
た
者
は
助
け
ら
れ
、
転
宗
し
な
か
っ
た
者
は
、
殺
害
さ
れ
た
。
し
か
し
、

大

久
保
忠
隣
改
易
に
よ
り
、

一
旦
、
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
は
お
さ
ま
る
事
に
な
る
。
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元
和
五
年
、
秀
忠
が
京
都
に
来
た
時
に
、
今
だ
転
宗
し
て
お
ら
ず
、
所
司
代
の
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
五
十
三
人
の
キ
リ
シ
タ

ン
を
、
秀
忠
の
命
に
よ

っ
て
殺
害
さ
れ
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
初
期
の
時
代
は
、
幕
府
に
よ

っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
が
、
京
都
で
行
わ
れ
た
と
言

っ
て
良

い
。

板
倉
重
勝
は
、
そ
の
後
、
慶
長
二
十
年
、
幕
府
か
ら
大
阪
方
の
残
党
の
捜
索
を
命

じ
ら
れ
、
専
念
し
て
い
る
事
が
町
触
れ
か
ら
も
読
み

と
れ
る
。

牢
人
と
キ
リ
シ
タ
ン
捜
索
は
、
幕
府
に
と

っ
て
重
要
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幕
府
に
と

っ
て
の
脅
威
は
、
大
阪
の
陣
や
島

原
天
草

一
揆
に
代
表
さ
れ
る
、
牢
人

(武
士
)
と
キ
リ
シ
タ
ン
が
結
び
付
き
、
幕
府
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
事

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

寛
永
期
か
ら
、
牢
人
と
キ
リ
シ
タ
ン
捜
索
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
様
に
な

っ
た
が
、
牢
人
が
見

つ
か

っ
た
場
合
は
、
牢
人
の
在
住
し
て
い

た
町
内

に
、
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
見

つ
か

っ
た
場
合
、
町
内
も
同
罪
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。

板
倉
重
宗

の
時
代
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
が
厳
し
く
な
り
、
取
締
る
為

の
具
体
的
政
策
が
行
わ
れ
る
。
寛
・水
十

一
年
、
宗
旨
改
め
、
寺

請
制
が
公
布
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
慶
長
十
九
年
に
は
、
転
宗
者
に
対
し
て
の
、
宗
旨
改
め
が
、
民
衆
は
、
必
ず
丹
那
寺
を
持

つ
様
に

と
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
寺
請
制

へ
と
変
化
す
る
事
と
な
る
。

寛
永
十
二
年
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
に
よ
る
、
褒
美
金
額
が
、
京
都
で
始
め
て
提
示
さ
れ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
同
士
の
裏
切
り
、
民
衆
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
捜
索
の
協
力
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

此

事
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
捜
索
は
困
難
を
極
め
て
い
た
事
が
推
察
さ
れ
る
。

板

倉
重
宗

の
時
代
は
、
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
に
忠
実
に
従

っ
た
時
代
で
あ
る
。

寛

永
十
四
年
、
島
原
天
草

一
揆
に
よ
り
、
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
断
絶
し
て
い
な
い
事
を
再
確
認
し
、

一
揆
を
鎮
圧
す
る
事
で
、
多
く
の
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武
将
を
失
い
、
キ
リ
シ
タ
ン
徒
党
に
対
す
る
脅
威
を
覚
え
た
。

そ

の
結
果
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
策
と
し
て
、
寛
永
十
五
年
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
褒
美
金
額
を
引
き
上
げ
、
慶
安
四
年
の
由
井
正
雪

の
乱

以
後
に
は
、
更
に
引
き
合
げ
ら
れ
た
。
此
頃
は
、
最
大
で
伴
天
連
訴
人
に
対
し
て
は
、
銀
三
百
枚
、
与
え
ら
れ
た
。
銀
三
百
枚
は
米
二

一

四

、
九
八
石
と
同
じ
で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
の
厳
し
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

寛
永
十
七
年
、
幕
府
は
、
宗
門
改
役
を
設
置
し
、
井
上
政
重
を
就
任
さ
れ
た
。
宗
門
改
役
と
は
、
諸
国
の
キ
リ

シ
タ
ン
取
締
に
対
し
て
指

示
を
す
る
役
職
の
事
で
あ
る
。

慶
安
二
年
に
は
、
宗
旨
手
形
の
書
き
方
を
触
れ
、
宗
旨
手
形
の
記
入
の
統

一
を
行

っ
た
。

寛
永
八
年
か
ら
は
、
民
政
が
京
都
所
司
代
か
ら
、
京
都
町
奉
行
へ
と
移
る
事
に
な
る
。

キ

リ
シ
タ
ン
は
、
今
だ
に
断
絶
し
て
い
な
か
っ
た
。
民
衆
の
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
と
し
て
の
協
力
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、

褒

美
目
当
て
の
、
間
違

っ
た
情
報
が
多
発
し
た
の
か
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
は
、
町
奉
行
の
時
代
も
難
航
し
た
。

寛

永
十

一
年
、
宗
門
人
別
改
帳
の
作
成
が
命
じ
ら
れ
、
今
ま
で
個
人
で
行

っ
て
い
た
宗
旨
改
め
が
、
団
体
で
行
わ
れ
る
様
に
な
る
。
戸
籍

調
査
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

貞

亨
四
年
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
帳
の
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
を
末
代
ま
で
、
見
張
り

、
取
締
る
為
で
あ
る
。

京

都
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

の
為
に
、
毎
年
宗
門
人
別
改
帳
を
奉
行
所

へ
、

一
冊
提
出
し
、
町
年
寄
達
が
同
様

の
も
の
を
保
管
の
為
に
作

成

し
た
。

類

族
帳
は
、
年
に
二
回
提
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
四
冊
も
の
改
帳
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
の
為
に
、
作
成
さ
れ

て
い
る
事
が
分
か
る
。

此

時
期
に
な
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
を
、
具
体
的
に
形
式
化
し
て
い
っ
て
い
る
事
が
考
察
さ
れ
る
。
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キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
に
つ
い
て
、
実
際
、
訴
人
が
い
た
の
か
ど
う
か
、
宇
治
市
を
例
と
し
て
考
察
し
た
。
寛
永

年
間
に
入
る
と
、
宇
治
市

の
史
料

の
中
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
が
実
際
存
在
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。
此
史
料
か
ら
分
か
る
、
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
の
特
徴
と
し
て

は
、
町
内

で
、
町
内
の
人
を
訴
え
る
人
は
い
な
か

っ
た
。
他
国
、
他
町
か
ら
の
訴
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
事

、
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
と

訴
え
ら
れ
た
者
が
、
実
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
く
、
間
違

っ
て
、
捕
ら
え
ら
れ
た
事
、
な
ぜ
此
者
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
の
か
、
確
証

が
薄

い
、
も
し
く
は
全
く
な
い
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し

か
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
訴
人
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
程
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
は
、
難
航
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

宇
治
代
官
は
、
此
時
期
、
上
林
勝
盛
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
宇
治
は
、
幕
府

の
直
轄
領
が
京
都
の
中
で

一
番

多
く
、
幕
府
支
配
の
影
響

を
多
く
受
け
た
所
で
あ

っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
に
つ
い
て
は
、
幕
府
か
ら
、
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

先
行
研
究
に
よ
る
見
解
と
し
て
、
私
の
意
見
を
述
べ
る
と
、

一
つ
め
の
、
幕
府
の
政
治
、
支
配
政
策
の
為
の
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
利
用
に

つ
い
て
は
、
大
久
保
忠
隣

の
京
都
派
遣
と
、
そ
の
後

の
改
易
に
対
す
る
政
治
的
利
用
は
、
推
測
す
る
事
が
難
し
い
が
、
宗
門
人
別
改
帳
は
、

戸
籍
調
査
の
為
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
利
用
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
逆
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
と
し
て
行

っ
た
政
策
が
、
宗
門
人

別
改
帳
と
い
う
、
戸
籍
作
成
に
類
似
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

二
つ
め
の
、
島
原
天
草

一
揆
以
前
、
以
後
に
か
け
て
の
伴
天
連
中
心
か
ら
、
民
衆
中
心

へ
の
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

の
移
り
変
わ
り
に
つ
い

て
は
、
京
都
に
お
い
て
は
、
寛
永
十

一
年
に
、
寺
請
制
度
が
、
す

べ
て
の
民
衆

に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
島
原
天
草

一
揆
以
前

か
ら
、
伴
天
連
か
ら
民
衆

へ
の
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
に
よ
る
変
化
は
あ

っ
た
と
考
察
す
る
。

三
つ
め
の
、
島
原
天
草

一
揆
以
後
、
し
だ
い
に
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
が
弱
体
化
し
て
い
く
事
に
つ
い
て
は
元
禄
年

間
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン

の
文
字
が
触
状
か
ら
消
え
、
宗
門
人
別
改
帳
が
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

の

一
貫
と
し
て
、
形
式
化
し
て
い
る
事
が
読

み
取
れ
る
。
此
事
か
ら
、
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元
禄
年
間
に
入
る
ま
で
脅
威
は
続
い
た
と
考
え
る
。
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